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経済・財政再生計画改革工程表等における医療保険関係の主な検討項目

項目 改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018における記述

後期高齢者
の
窓口負担

医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について、70歳
から74歳の窓口負担の段階的な引上げの実施状況等も踏まえつつ、
関係審議会等において検討し、結論。【平成30年度末結論】

団塊世代が後期高齢者入りするまでに、世代間の公平性や制度
の持続性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担の在り方につ
いて検討する。

外来受診時
の
定額負担

上記以外の措置（選定療養による定額負担の対象となる医療機関
の範囲の見直し）として、病院・診療所間の機能分化や医療保険
財政の持続可能性の観点等を踏まえつつ、かかりつけ医の普及を進
めるとともに、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を
含め、外来受診時の定額負担の在り方について、関係審議会等にお
いてさらに検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる【30年度末
結論】

病院・診療所の機能分化・機能連携等を推進しつつ、かかりつけ
機能の在り方を踏まえながら、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・か
かりつけ薬剤師の普及を進めるとともに、外来受診時等の定額負
担導入を検討する。

薬剤自己負
担

薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療用医薬品との間の
価格のバランス、医薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、
対象範囲を含め幅広い観点から、引き続き関係審議会等において
検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。【平成30年度末結
論】

薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療用医薬品との間
の価格のバランス、医薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつ
つ、対象範囲を含め幅広い観点から、引き続き関係審議会におい
て検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。

金融資産を
勘案した負
担

マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取組を踏ま
えつつ、引き続き、医療保険制度における負担への反映方法について
関係審議会等において検討し、その結果に基づき必要な措置を講ず
る。【平成30年度末結論】

高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保
有状況を適切に評価しつつ、「能力」に応じた負担を求めることを
検討する。
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経済・財政再生計画改革工程表における医療保険関係の主な検討項目

項目 改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018における記述

新規医薬品・医
療技術の保険
収載

記載なし
新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費用対効果や財政影
響などの経済性評価や保険外併用療養の活用などを検討する。医療技
術評価の在り方について調査・研究・検討を推進するとともに、そのための
人材育成・データ集積・分析を推進する。

現役並み所得
判定基準 記載なし 年金受給者の就労が増加する中、医療・介護における「現役並み所得」

の判断基準を現役との均衡の観点から見直しを検討する。

保険給付率と
患者負担率の
バランスの見える
化

記載なし

医療費については、これまでも、その水準を診療報酬改定等によって決定
するとともに、その負担について、随時、保険料・患者負担・公費の見直し
等を組み合わせて調整してきたところ。支え手の中核を担う勤労世代が減
少しその負担能力が低下する中で、改革に関する国民的理解を形成す
る観点から保険給付率（保険料・公費負担）と患者負担率のバランス
等を定期的に見える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患
者負担について総合的な対応を検討する。
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後期高齢者の窓口負担について

4

改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018におけ
る記述

医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り
方について、70歳から74歳の窓口負担の段階的な
引上げの実施状況等も踏まえつつ、関係審議会等
において検討し、結論。【平成30年度末結論】

団塊世代が後期高齢者入りするまでに、世代間
の公平性や制度の持続性確保の観点から、後
期高齢者の窓口負担の在り方について検討する。



６歳
（義務教育就学後）

７０歳

２割負担

２割負担
※平成26年４月以降70歳になる者から

３割負担

１割負担
７５歳 ３割

負担

現役並み所得者一般・低所得者

○ それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおり。

・ 75歳以上の者は、１割（現役並み所得者は３割。）。
・ 70歳から74歳までの者は、２割※（現役並み所得者は３割。）。
・ 70歳未満の者は３割。６歳（義務教育就学前）未満の者は２割。

※ 平成26年4月以降70歳となる者が対象。これまで、予算措置により１割に凍結してきたが、世代間の公平を図る観点から止めるべき等との指
摘を踏まえ、平成26年度から、高齢者の生活に過大な影響が生じることのないよう配慮を行った上で、段階的に２割とした。

医療費の一部負担（自己負担）割合について
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○ 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（抄）
（平成２５年１２月１３日公布・施行）

（医療制度）
第４条 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法（高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。）第七条第一
項に規定する医療保険各法をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。）による医療保険制度及び高齢者医療確保法
による後期高齢者医療制度（同項において「医療保険制度等」という。）に原則として全ての国民が加入する仕組
みを維持することを旨として、医療制度について、この条に定めるところにより、必要な改革を行うものとする。

２～６ （略）

７ 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

一～三 （略）

８ 政府は、前項の措置を平成26年度から平成29年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案
を平成27年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

９ 政府は、第７項の措置の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について、必要に応じ、見直しに向けた検討を行
うものとする。

１０～１１ （略）

○ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律 (抄)
（平成２７年５月２９日公布・施行）

附 則
(検討)

第２条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用
の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

法律の検討規定
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1,077 1,033 1,013 1,013 1,017 1,021 1,038 1,053 1,095

7,407 7,631 7,794 7,925 8,096 8,255 8,340 8,471 8,709

2,413 2,471 2,669 2,871 3,034 3,170 3,300 3,487
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13,194 13,616 14,060 14,484
14,905 15,266

低
Ⅰ

低
Ⅱ

一
般

現役並み

後期高齢者医療制度の被保険者数の推移（所得階層別）

出典：後期高齢者医療事業状況報告（平成28年度）

○ 後期高齢者医療制度の被保険者数は、平成28年度は約1,646万人（平成20年度から約25％増）
となり、総人口の７人に1人は75歳以上。
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14歳以下人口

15～64歳人口

65～74歳人口

75歳以上人口

65～74歳人口の割合

75歳以上人口の割合

13.3%
(2016)

11,913

1,428

2,288

6,875

1,321

19.2%

8,808

1,133

2,248

4,529

898

12.9%

25.5%

資料：2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「人口推計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）中位推計」

推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査等）

13.9%
(2016)

12.0%

7,656

1,768

1,691

12,693

1,578

今後の年齢階級別人口の推計

○ 今後、日本の総人口が減少に転じていく中、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増
加していき、2055年には人口の4人に1人が75歳以上となると推計。
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S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28

７５歳以上

７０歳以上

６０～６９歳

５０～５９歳

４０～４９歳

３０～３９歳

２９歳以下

50 ～59歳

60 ～69歳

40 ～49歳

29歳以下

30 ～39歳

70歳以上

75歳以上

（万円）

出典：国民生活基礎調査（平成29年）を基に作成

○ 70歳以上や75歳以上の者が世帯主である世帯の１人当たり所得額は、ここ10年ほど概ね横ばい。

年齢階級別の平均所得額の推移

＜世帯人員１人当たりの平均所得金額の推移＞
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後期高齢者世帯の所得の内訳

公的年金・恩給以外の
社会保障給付金

1.5万円(0.6%)
財産所得
24.8万円
(9.8%)

仕送り・企業年金・個人
年金等・その他の所得
11.3万円(4.5%)

20～40％未満
3.4%

○ 後期高齢者世帯の所得の約８割を公的年金等が占める。
○ 約７割の後期高齢者世帯の所得が公的年金等のみとなっている。

10出典：平成28年国民生活基礎調査（厚生労働省）の調査票情報を厚生労働省保険局調査課において独自集計したもの。

＜後期高齢者世帯の所得の種類別 １世帯当たり平均所得金額＞ ＜公的年金・恩給を受給している後期高齢者世帯における
公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合＞

公的年金・恩給
195.7万円
(77.4%)

後期高齢者世帯
1世帯当たり
平均所得金額
252.7万円

稼働所得
19.4万円
(7.7%)

公的年金・恩
給の総所得
に占める割合

全てが公的年金・恩給
71.5%

80～100％未満
10.7%

60～80％未満
7.3%

40～60％未満
5.2%

20％未満
1.9%

※ 後期高齢者世帯とは、75歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。



69,959 

67,514 

21,417 
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19,062 

10,236 

11,254 

11,458 
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29,431 

9,004 
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42,855 

0 

26,178 

32,469 

26,744 

66,653 

40,417 

1,262 

42,297 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

後期高齢者世帯

夫婦世帯（子ども２人）

50,012 

50,896 

10,850 

25,862 

17,433 

17,507 

4,069 

6,932 

7,050 

6,041 

11,754

8,390

15,621 

45,054 

0 

12,088 

12,762 

11,949 

30,798 

22,120 

1,186 

13,761 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

後期高齢者世帯

夫婦世帯（子ども２人）

（注１）総務省統計局「平成26年度全国消費実態調査」の調査票情報を厚生労働省保険局調査課において独自集計したもの。
（注２）「消費支出」及び「実支出以外の支払」のうち「土地家屋借金返済」について集計。
（注３）後期高齢者世帯は75歳以上夫婦のみ世帯、夫婦世帯（子ども２人）は夫婦と未婚の子ども２人（世帯主のみ有業者）の世帯。

（円）

後期高齢者世帯と夫婦世帯（子ども２人）の消費支出内訳の比較（年間収入階級別）

○ 現役世代と高齢者世代の消費支出について比較すると、後期高齢者世帯は保健医療に関する
支出が多い一方、現役世帯は教育や土地家屋借金返済を始めとする他の支出が多くなっている。

＜年間収入階級 200万円～300万円＞

＜年間収入階級 500万円～600万円＞

（円）

食料 住居
光熱・
水道

保健
医療 交通・通信 教育

土地家屋
借金返済

被服及び履物 家具・家事用品 教養娯楽 その他の消費支出

食料 住居
光熱・
水道

保健
医療

交通・通信

教育

その他の消費支出 土地家屋
借金返済

被服及び履物 家具・家事用品 教養娯楽
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医療費の動向

○ 近年、国民医療費は対前年比＋2～3%程度の伸びであり、2017年度は＋2.3％。
（2015、2016年度は一時的な要因により変動が大きいが平均すると＋1.7％程度。）

○ 2017年度の国民医療費43.1兆円（見込み）のうち、16.1兆円が後期高齢者医療費。
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後期高齢者（老人）医療費 （兆円）
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国民医療費の対国民所得比

国 民 医 療 費 （兆円）

（兆円）

（年度）

＜対前年度伸び率＞

国民医療費の対GDP比

老人医療の対象年齢の引上げ
70歳以上 → 75歳以上

（～H 14.9） （H 19.10～）

（実績見込み）

注１ 国民所得及びGDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2017年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2017年度分は、2016年度の国民医療費に2017年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じることによって推計している。

（※）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

出典：平成28年度までは国民医療費、平成29年度については医療費の動向（概算医療費）

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(S60) (H2) (H7) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28) (H29)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.5 2.3

後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3 3.6 2.1 4.4 1.6 4.4



医療費の伸び率の要因分解

○ 近年の医療費の伸び率を要因分解すると、「高齢化」で＋1.0～1.6％前後の伸び率となっている。

出典：平成28年度までは国民医療費、平成29年度については医療費の動向（概算医療費） 13

平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

医療費の伸び率 ① 1.9% 1.8% 3.2% -0.0% 3.0% 2.0% 3.4% 3.9% 3.1% 1.6% 2.2% 1.9% 3.8% -0.5% 2.3%
（注１）

人口増の影響 ② 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1% -0.1% -0.2%
（注１）

高齢化の影響 ③ 1.6% 1.5% 1.8% 1.3% 1.5% 1.3% 1.4% 1.6% 1.2% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.2%
（注１）

診療報酬改定等 ④ -1.0% -3.16% -0.82% 0.19% 0.004%

0.1%

-1.26%
消費税対応

1.36%
（注３）

-1.33%
（注４）

その他
(①-②-③-④)

・医療の高度化
・患者負担の見直し等

0.2% 1.2% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 2.2% 2.1% 2.1% 0.4% 1.1% 0.7% 2.9% -0.1% 1.3%
（注１）

制度改正 H15.4
被用者本

人
3割負担等

H18.10
現役並み
所得高齢

者
3割負担等

H20.4
未就学
2割負担

H26.4
70-74歳
2割負担
（注５）

注１：医療費の伸び率は、平成28年度までは国民医療費の伸び率、平成29年度は概算医療費（審査支払機関で審査した医療費）の伸び率（上表の斜体字、速報値）であり、医療保険と公費負担医療の合計である。

注２：平成29年度の高齢化の影響は、平成28年度の年齢階級別（５歳階級）国民医療費と平成28，29年度の年齢階級別（５歳階級）人口からの推計値である。

注３：平成26年度の「消費税対応」とは、消費税率引上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増への対応分を指す。平成26年度における診療報酬改定の改定率は、合計0.10％であった。

注４：平成28年度の改定分-1.33%のうち市場拡大再算定の特例分等は-0.29%、実勢価等改定分で計算すると-1.03%。

なお、「市場拡大再算定の特例分等」とは年間販売額が極めて大きい品目に対する市場拡大再算定の特例の実施等を指す。

注５：70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。平成26年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。



(単位：万円)

医療保険制度別 １人当たり医療費
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○ 後期高齢者の１人当たり医療費は約94万円（平成29年度）であり、医療制度総計・国民健康保険
の約3倍、被用者保険の約6倍で推移している。

出典：医療費の動向調査（平成29年度）
注. 後期高齢者は75歳以上の数値としている。



○ 後期高齢者の1人当たり医療費の伸び率（対前年度比）は、その他の制度の伸び率よりも概ね低
くなっており、平成21～27年度までは約0％から約２％で推移し、平成28年度は－2.0％ 、平成29
年度は1.4％となっている。

(単位：％)

医療保険制度別 １人当たり医療費の伸び率（対前年度比）

3.5 3.9

3.4

1.9
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国民健康保険

後期高齢者

15
出典：医療費の動向調査（平成29年度）
注. 後期高齢者は75歳以上の数値としている。
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1.4 

1.1 
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6.2 

1日当たり診療費

1件当たり受診日数

１件当たり診療費

1人当たり日数

1人当たり診療費

受診率

1.2 
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1.5 

2.9 

3.5 

2.4 

1日当たり診療費

1件当たり受診日数

１件当たり診療費

1人当たり日数

1人当たり診療費

受診率

※１ 後期高齢者とは後期高齢者医療制度の被保険者であり、若人とは後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者である。
※２ 入院は、入院時食事療養費・入院時生活療養費を含んでおり、外来は、入院外（医科）及び調剤費用額の合計である。
出典：「医療保険に関する基礎資料 ～平成27年度の医療費等の状況～」（平成29年12月）をもとに作成。

若人と比較した後期高齢者医療の特性

○ 後期高齢者は若人（後期高齢者以外の者）に比べて受診率が高く、入院・外来とも、１人当たり
で見ると診療費や日数に大きな差がある。

○ これは受診率の違いが主な原因であり、実際に診療を受けたレセプト１件当たりで見ると、受診
日数や診療費に大きな差はない。

＜入院＞＜外来＞

若人を１とした場合の後期高齢者医療の値（倍）

1.0 1.0
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○ 受療率は、特定の日に、人口10万人に対して何人が診療行為を受けているかを示したもの。

○ 受療率は加齢に伴い増加する傾向にあるが、特に入院受療率は後期高齢期になって増加する
率が大きい傾向にある。

出典：患者調査（平成26年）

年齢階級別の受療率（外来） 年齢階級別の受療率（入院）（人口10万対）
（人口10万対）
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後期高齢者医療制度

＜対象者数＞
７５歳以上の高齢者 約１，７５０万人

＜後期高齢者医療費＞
１７.２兆円（平成３０年度予算ベース）

給付費 １５.８兆円
患者負担 １.４兆円

＜保険料額（平成３０・３１年度見込）＞
全国平均 約５,８６０円／月
※ 基礎年金のみを受給されている方は

約３８０円／月

※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 0.5兆円

後期高齢者医療の被保険者
（７５歳以上の者）

各医療保険（健保組合、国保など）の被保険者
（０～７４歳）

【全市町村が加入する広域連合】

医療保険者（健保組合、国保など）

保険料

交付

社会保険診療報酬支払基金

患者
負担

公費（約５割）７.５兆円
〔国：都道府県：市町村＝５．０兆円：１.２兆円：１.２兆円＝４：１：１〕

高齢者の保険料 １.２兆円
約１割 [軽減措置等で実質約7％程度]

後期高齢者支援金（若年者の保険料） ６.  ６兆円
約４割

保険給付

＜支援金内訳＞
協会けんぽ ２.２兆円
健保組合 ２.２兆円
共済組合 ０.７兆円
市町村国保等 １.６兆円

納付
保険料

前期高齢者に係る財政調整

＜対象者数＞
６５～７４歳の高齢者
約１,７００万人

＜前期高齢者給付費＞
７．０兆円
（平成３０年度予算ベース）

市町村国保等
5.5兆円

２２％

３４％ ６６％

市町村国保等
2.4兆円

共済
0.5兆円

健保組合
1.6兆円

協会けんぽ
2.5兆円

７８％【調整前】

【調整後】

納付金 協会けんぽ 1.3兆円、健保 1.3兆円、共済 0.4兆円

交付金 市町村国保等 3.1兆円

前期高齢者加入率
に応じて負担

共済
0.1兆円

健保組合
0.3兆円

協会けんぽ
1.2兆円

○ 国保と被用者保険の二本立てで国民皆保険を実現しているが、所得が高く医療費の低い現役世代は被用者保険に多く加
入する一方、退職して所得が下がり医療費が高い高齢期になると国保に加入するといった構造的な課題がある。このため、
高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上について現役世代からの支援金と公費で約９割を賄うとともに、65
歳～74歳について保険者間の財政調整を行う仕組みを設けている。

○ 旧老人保健制度において「若人と高齢者の費用負担関係が不明確」といった批判があったことを踏まえ、75歳以上を対象
とする制度を設け、世代間の負担の明確化等を図っている。

高齢者医療制度の財政

※各医療保険者が負担する後期高齢者支援金は、後期高齢者支援金に係る前期財政調整を含む。
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協会けんぽと健康保険組合の保険料率の推移

協会けんぽ（平均）

（※１）平成15年度に保険料率が下がっているのは、総報酬制（賞与にも月収と同じ保険料率を賦課）の導入によるものである。
（※２）健康保険組合の保険料率（調整保険料率含む）は、平成28年度までは決算、平成29年度は決算見込集計の数値である。
（※３）協会けんぽは全国平均の保険料率である。（平成２９年度 最高：佐賀支部 10.47% 最低：新潟支部 9.69%）

健保組合（平均）

19

○ 近年、協会けんぽ、健保組合ともに保険料率を引き上げている（協会けんぽは、24年度以降10.0%
で推移）。

上昇率23％

上昇率22％



（歳）
（歳）

一人当たり医科診療費 一人当たり平均収入

年齢階級別の１人当たり医科診療費及び平均収入について

（万円）
（万円）

※ 一人当たり医科診療費は医療保険に関する基礎資料～平成27年度の医療費等の状況～による。
※ 一人当たり平均収入額は、平成28年国民生活基礎調査（抽出調査）による平成27年の数値。

○ 一人当たり医科診療費は高齢になるほど上昇し、70歳代までは入院外の割合が高いが、80歳代
後半以降は入院の割合が高い。
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一人当たり患者負担

額

一人当たり保険料

（本人負担分）

一人当たり保険料

（事業主負担分）

年齢階級別の１人当たり医療費・患者負担額及び保険料について

（万円）
（万円）

※ 一人当たり医療費は、「医療給付実態調査報告」（厚生労働省保険局）等により作成した平成27年度の数値。
※ 一人当たり患者負担額及び保険料は、 「医療保険に関する基礎資料」（厚生労働省保険局）に基づき作成した平成27年度の数値。

（歳） （歳）
一人当たり医療費 一人当たり患者負担額及び保険料

○ 年齢階級別に、患者負担額に保険料を加えた負担の額をみると、現役世代の負担が多い。
○ ただし、これは、高齢期に増加する医療費が、社会連帯の精神に基づく後期高齢者支援金を通

じて、現役世代の保険料によっても賄われていることによるもの。
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外来受診時の定額負担について
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改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018におけ
る記述

上記以外の措置（選定療養による定額負担の
対象となる医療機関の範囲の見直し）として、病
院・診療所間の機能分化や医療保険財政の持続
可能性の観点等を踏まえつつ、かかりつけ医の普及
を進めるとともに、かかりつけ医以外を受診した場合
の定額負担の導入を含め、外来受診時の定額負
担の在り方について、関係審議会等においてさらに
検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる【30
年度末結論】

病院・診療所の機能分化・機能連携等を推進
しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえながら、
かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤
師の普及を進めるとともに、外来受診時等の定
額負担導入を検討する。



入院

外来

入院

外来

地域の拠
点となるよ
うな病院

診療所等

入院
（機能強化

・分化）

外来（専門化）

外来・訪問診療等

地域レベルで
の連携強化

かかりつけ医
機能の強化

現在 方向性

出典：社会保障国民会議資料を基に医療課で作成

入院

○ 新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院への選好を今の形で続けたままでは機能しない

○ フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用するという医療提供体制改革に即した観点から
は、医療機関間の適切な役割分担を図るため、「緩やかなゲートキーパー機能」の導入は必要

○ 大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムの
普及、定着は必須

○ 医療の提供を受ける患者の側に、大病院にすぐに行かなくとも、気軽に相談できるという安心感を与える医療体制の
方が望ましい

社会保障制度改革国民会議報告書（H25年8月6日）抜粋

外来医療の役割分担のイメージ

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－２．外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価①

・ 紹介状なしの大病院受診時の定額負担
の対象医療機関の範囲を拡大

・ 地域包括診療料等を算定する医療機
関について、初診料に一定の加算

・ 地域包括診療料等の施設基準や小児
かかりつけ診療料の算定要件の緩和
等、かかりつけ医機能の評価の拡充

平成30年度診療報酬改定での主な対応

外来医療の今後の方向性（イメージ）
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保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、平成28年度から一定規模
以上の保険医療機関について、定額の徴収を責務とする。

① 特定機能病院及び許可病床400床以上※の地域医療支援病院については、現行の選定療養の下で、定額の徴収
を責務とする。※平成30年度診療報酬改定において、一般病床500床以上から許可病床400床以上へと見直し

② 定額負担は、徴収する金額の最低金額として設定するとともに,初診については5,000円（歯科は3,000円）、再診に
ついては2,500円（歯科は1,500円）とする。

③ 現行制度と同様に、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その
他、定額負担を求めなくても良い場合を定める。

［緊急その他やむを得ない事情がある場合］
救急の患者、公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV感染者

［その他、定額負担を求めなくて良い場合］
a. 自施設の他の診療科を受診中の患者
b. 医科と歯科の間で院内紹介した患者
c. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者 等

④ 自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間を考慮し、6か月の経過措
置を設ける。

紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担（平成30年度改定後）

紹介紹介

逆紹介逆紹介

中小病院、診療所 大病院

定額負担を徴収
24



外来時の負担等に関する医療保険部会における主なご意見①

議論の整理（抄）
平成28年12月20日

社会保障審議会医療保険部会

（かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担）

○ かかりつけ医の普及に向けて、まずは病院・診療所間の機能分化の観点から、医療保険財
政の持続可能性の観点等を踏まえつつ、病院への外来受診時の定額負担に関し、現行の選
定療養による定額負担の対象の見直しを含め、具体的な検討を進めるとの方向性に異論は
なかった。その上で、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を含め、かかりつ
け医の普及を進める方策や外来時の定額負担の在り方について、幅広く検討を進めるべきと
の意見があった。

①紹介状なし大病院受診時の定額負担に関するご意見
〇 選定療養により負担に差をつけることは、医療機関の地域的な分布の問題や受診行動の誘

導につながり得るのかということを含め、時間をかけて議論する必要がある。
〇 紹介状なしで大病院に受診した場合の定額負担について、医療機関の機能分化・連携を促

進する観点から、その取扱いを拡充していくべきではないか。その際、保険財政の負担軽減
につながる形を考えるべき。

【主なご意見】
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②かかりつけ医以外の外来時の定額負担に関するご意見
〇 外来の機能分化・連携については、可能な限り取り組みを進めていくべき。
〇 大病院への患者集中と混雑等を解消し、至急の診療等を必要とする患者の医療へのアクセスを円

滑・迅速にすることを教育課程で教科書等に書いて啓発する、社会教育の生涯学習の中で広報する
などした方がいいのではないか。

〇 頻回受診の防止や医療保険財政の観点から、広く定額負担を求めることは重要ではないか。今回
の提案については、かかりつけ医の定義や実務上の課題を検討した上で実現可能であれば、それ
も１つの方策になるのではないか。

〇 受診抑制を招き、重症化につながることを懸念している。紹介状なしで大病院を受診した場合の定額
負担が導入されたばかりなので、まずはその状況を見るべきではないか。

〇 紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担は、大病院の勤務医の負担軽減等の観点から実施
したものであり、今回のものとは異なる議論である。

〇 かかりつけ医は、地域医療構想の実現や地域包括ケアの推進のために重要であるが、診療科ごと
にかかりつけ医を持つ患者がいることや若者はそもそも受診頻度が低いということでかかりつけ医を
持っていない方もおり、何をもって「かかりつけ医以外」とするか不明確なため、慎重な対応が必要。

〇 まずは、かかりつけ医の定義について関係者間で共通理解を得ること、プライマリ・ケアを担う地域
医療の全体像を明確にすることが必要。

〇 平成14年健保法改正法附則第２条に反するものであり新たに定額負担を求めることは反対である。
〇 かかりつけ医普及の観点からの外来時定額負担については反対だが、定額負担には様々なバリ

エーションがあるので、定額負担の導入、７割給付の考え方等を含めた患者の負担の在り方につい
て幅広い議論を行ってはどうか。

③その他
〇 かかりつけ医については、その普及の観点から、名称についても検討するべきではないか。

外来時の負担等に関する医療保険部会における主なご意見②
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外来時の負担等について

○ 平成27年国保法等改正によって平成28年４月から定額負担の徴収が義務化された特定機能病
院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院については、平成28年度診療報酬改定の結果
検証に係る特別調査では、平成28年10月は平成27年10月と比べ定額負担徴収の対象となる紹
介状なしの患者比率が減少（42.6%→39.7%（▲2.9％））するなど、一定の効果が見られる。

○ 改革工程表において、「かかりつけ医の普及に向けて、まずは病院・診療所間の機能分化の観
点から、医療保険財政の持続可能性の観点等を踏まえつつ、病院への外来受診時の定額負担
に関し、現行の選定療養による定額負担の対象の見直しを含め」具体的に検討していくとなってい
ることを踏まえ、平成30年度診療報酬改定において、特定機能病院及び許可病床400床以上の

地域医療支援病院に対象を拡大した。

○ その上で、改革工程表では、「かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を含め、

かかりつけ医の普及を進める方策や外来時の定額負担の在り方」について、さらに検討すること
となっているが、これについてどう考えるか。
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薬剤の自己負担について

28

改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018におけ
る記述

薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療
用医薬品との間の価格のバランス、医薬品の適正
使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範囲を含
め幅広い観点から、引き続き関係審議会等におい
て検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
【平成30年度末結論】

薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医
療用医薬品との間の価格のバランス、医薬品の
適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範
囲を含め幅広い観点から、引き続き関係審議会
において検討し、その結果に基づき必要な措置を
講ずる。
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年齢階級別人口１人当たり調剤医療費（平成29年3月）

年齢階級別に調剤医療費を見てみると、高齢になるほど高くなっている。
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「調剤医療費の動向（2017年3月号）」（厚生労働省保険局調査課）、「人口推計（2017年3月確定値）」（総務省統計局）を基に作成 30



○ 0歳から14歳までは投薬数が減少し、15歳から64歳まではほぼ横ばい。65歳以降は高
齢になるほど投薬数が増加し、80歳からは平均投薬数は４を超える。

平均投薬数（入院外）

年齢別の投薬数（平成28年６月）
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出典：社会医療行為別統計（平成２８年６月審査分）第７表

年齢別平均投薬数（１レセプト当たり）
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32
出典：「調剤医療費の動向（平成30年3月号）」（厚生労働省保険局調査課）、「人口推計（平成30年3月確定値）」（総務省統計局）を基に作成

年齢階級別人口１人当たり内服薬投薬延べ日数（平成30年3月）

○ 特定の月（平成30年３月）における人口１人当たり投薬延べ日数（投薬数×日数）を年齢階級別
にみると、75歳以上の投薬延べ日数は、全年齢平均の約３倍。
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医療費の一部負担（自己負担）割合について

６歳
（義務教育就学前）

７０歳

２割負担

２割負担
※平成26年４月以降70歳になる者から

３割負担

１割負担
７５歳 ３割

負担

現役並み所得者一般・低所得者

○ それぞれの年齢層における、医療費の一部負担（自己負担）割合は、以下のとおり。

・ 75歳以上の者は、１割（現役並み所得者は３割。）。
・ 70歳から74歳までの者は、２割※（現役並み所得者は３割。）。
・ 70歳未満の者は３割。６歳（義務教育就学前）未満の者は２割。

※ 平成26年4月以降70歳となる者が対象。これまで、予算措置により１割に凍結してきたが、世代間の公平を図る観点から止めるべき等との指摘を踏まえ、平成
26年度から、高齢者の生活に過大な影響が生じることのないよう配慮を行った上で、段階的に２割とした。
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～昭和４７年
１２月

昭和４８年１月～ 昭和５８年２月～ 平成９年９月～ 平成１３年１月～
平成１４年
１０月～

平成１５年
４月～

平成１８年
１０月～

平成２０年４月～

老人医療費
支給制度前

高
齢
者

老人医療費支給制度
（老人福祉法）

老人保健制度

７
５
歳
以
上

後期高齢者
医療制度

国
保

３割

なし
入院３００円/日

外来４００円/月

→１,０００円/日

→ ５００円/日
（月４回まで）
＋薬剤一部負担

定率１割負担
(月額上限付き)
＊診療所は定額制を
選択可

薬剤一部負担の廃止
高額医療費創設

定率１割負担
(現役並み所得者２割)

定率１割負担
(現役並み所
得者３割)

１割負担
(現役並み所得者３割)

被
用
者
本
人

定額
負担

７
０
～
７
４
歳

２割負担
(現役並み所得者３割)

※平成26年３月末までに70歳に
達している者は１割
（平成26年４月以降70歳にな
る者から２割）

若

人

国 保
３割

高額療養費創設(S48～)
入院３割

外来３割＋薬剤一部負担
（３歳未満の乳幼児２割（H14年10月～））

３割
薬剤一部負
担の廃止

３割

７
０
歳
未
満

３割
(義務教育就学前2割)被

用
者
家
族

５割

被用者
本 人

定額 →１割(S59～)
高額療養費創設

入院２割
外来２割＋薬剤一部負担

被用者
家 族

３割(S48～) →入院2割(S56～)
高額療養費創設 外来３割(S48～)

入院２割
外来３割＋薬剤一部負担

（３歳未満の乳幼児２割（H14年10月～））

医療保険制度における自己負担の推移

（注）・昭和59年に特定療養費制度を創設。将来の保険導入の必要性等の観点から、従来、保険診療との併用が認められなかった療養について、先進的な医療技
術等にも対象を拡大し、平成18年に保険外併用療養費制度として再構成。

・平成6年10月に入院時食事療養費制度創設、平成18年10月に入院時生活療養費制度創設
・平成14年10月から3歳未満の乳幼児は2割負担に軽減、平成20年4月から義務教育就学前へ範囲を拡大

34



平成８年６月21日
「今後の国民医療と医療保険制度改革のあり方につ
いて（第２次報告）」（医療保険審議会）

薬剤に係る患者負担については、医薬品の適正使用と薬剤費の適正
化の観点から、（中略）見直しが必要であり、その具体的内容について
幅広い検討が必要ではないか。

平成８年７月31日 「今後の医療保険制度について」（医療保険審議会） 〔主な施策メニュー〕④薬剤に係る患者負担３割又は５割

平成８年11月27日
「今後の医療保険制度のあり方と平成九年改正につ
いて（建議書）」（医療保険審議会）

薬剤給付について、給付除外ないし３～５割の患者負担を設定すること。

平成８年12月２日
「今後の老人保健制度改革と平成九年改正について
（意見書）」（老人保健福祉審議会）

薬剤給付については、（中略）、医療機関・患者双方のコスト意識を喚起
する一環として他の給付とは異なる負担、例えば３割程度の患者負担
を設定するなどの見直しを行うことが考えられる。

平成８年12月19日 医療保険制度改革協議会（与党三党（自社さ））
（薬剤） 老人、被用者本人・家族、国保について外来薬剤１種類につき
１日１５円の負担

平成９年９月 薬剤一部負担導入

平成11年７月 薬剤臨時特例措置（予算措置） 高齢者の薬剤一部負担を予算措置により免除。

平成11年10月13日
「医療保険制度抜本改革の基本的考え方」（自民党
医療基本問題調査会・社会部会とりまとめ）

薬剤別途負担を廃止するとともに、その財源確保にかんがみ、老人医
療の自己負担は上限定額を設け、おおむね１割を超えない負担とする。

平成11年12月19日 ３党政策責任者会議（制度改正、診療報酬改定）
若人の薬剤一部負担の廃止については、平成12年の実施は延期し、平
成14年度の医療保険制度の改正時に、所要の財源を確保した上で実
施する。

平成12年12月 平成12年改正附則

平成14年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の
動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一
部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結
果に基づいて廃止すること。

平成13年１月 高齢者の薬剤一部負担廃止

平成15年４月 薬剤一部負担廃止

薬剤一部負担に係る経緯
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薬剤一部負担制度の概要（平成９年～平成15年）

〇 保険医療機関の外来診療や保険薬局で薬剤の支給を受ける際に、医療保険の定率負担、老
人保健の定額負担（当時）のほかに、薬剤の種類数などに応じて一定額の負担を求めた。

〇 平成９年９月から導入されたが、平成15年４月に廃止された。

内服薬（1日分につき） 外用薬（湿布、塗り薬等）
頓服薬（必要時に使用
する鎮痛薬、解熱剤等）

１種類 ０円 １種類 50円

１種類ごとに10円
２～３種類 30円 ２種類 100円

４～５種類 60円 ３種類以上 150円

６種類以上 100円

※ 注射、処置、手術検査等及び入院に伴う薬剤など、一定の場合に支給される薬剤については負担はなかった。

※ 薬剤にかかる一部負担については、定率の一部負担と同様、高額療養費の自己負担限度額を計算する際の金
額に含まれた。
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薬剤給付の適正化の観点からのこれまでの診療報酬改定での対応

○ 単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与

ビタミン剤については、
① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、
② 必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、
③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したとき

を除き、これを算定しない。

H24年度診療報酬改定

○ 治療目的でない場合のうがい薬だけの処方

入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬（治療目的のものを除く）のみを投与された場合については、当該うがい薬

に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。

H26年度診療報酬改定

○ 医療費適正化の観点から、「ビタミン剤の単なる栄養補給目的の投与」等について、以下の対応を行ってきている。

○ 外来患者について、１処方につき計70枚を超えて投薬する湿布薬

① 外来患者に対して、１処方につき計70枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、 医師
が医学上の必要性があると判断し、やむを得ず計70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報
酬明細書に記載することで算定可能とする。

② 湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他１日分の用量又は何日分に相当するかを記載
する。

H28年度診療報酬改定
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薬剤の自己負担の在り方に関する医療保険部会における主なご意見

○ OTCの配合剤の使用を促進すべきであり、それが進まない場合は、市販品類似薬や軽微な薬剤について
は、給付率の引下げまたは保険の対象から外すことも考えるべき 。

○ 薬剤の自己負担は議論が尽きており、薬価制度の抜本改革を主として考えるべき 。

○ 後期高齢者はジェネリックの使用率が低いが、処方の際の情報提供や患者教育をしっかりやっていくべき。

○ セルフメディケーションを推進していく観点から、 スイッチ OTC 化された医療用医薬品については、給付率
の引下げでなく 、保険適用から外すべき。

○ 保険給付の対象外とすることは疑問 。

○ 平成 14 年改正法附則の趣旨から保険外しは反対。特に高齢者は服薬管理の問題もあり、 慎重に考える
べき。

○ まずは、後発品の使用促進や不適切な重複投薬や多剤投薬等の削減に努めて薬剤費を下げていくべき 。

○ 有効性の高い高額薬剤は 貧富の差によって使用の可否が決まらないよう、公的保険の趣旨から保険適用
をしていくべきであり、そうであるなら、症状の軽い方に使う薬は、保険から外したり、給付率を下げ たりす
るなどバランスを取るべき。14 年改正法附則の法改正も含めて議論すべき。

○ 限られた財源の中で給付を重点化する観点から 、スイッチ OTC 、湿布、うがい薬などの市販品類似薬は、

給付率の引下げや保険給付の適用外とすることを検討すべき。また、全世代型の社会保障制度の構築と
いう観点から、負担能力に応じた負担構造へと見直しを図るべきであり、高齢者の薬剤の自己負担のあり
方についても広く見直していく必要がある。

○ 一般的に、高齢者は、多くの薬剤が使われており、全体としての負担が大きいにも関わらず後発品の使用
割合が低いのは、自己負担割合が低いからと考えられる 。一方 、OTC の有無によって保険適用を決める
のは、治療の必要性によって保険適用を決めるという原則に反するのではないか。
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金融資産等の保有状況を考慮に入れた
負担の在り方について

39

改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018
における記述

マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握
に向けた取組を踏まえつつ、引き続き、医療保険制
度における負担への反映方法について関係審議会
等において検討し、その結果に基づき必要な措置を
講ずる。【平成30年度末結論】

高齢者医療制度や介護制度において、所得の
みならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、
「能力」に応じた負担を求めることを検討する。
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後期高齢者世帯の貯蓄の状況

○ 後期高齢者世帯における平均貯蓄額は約1,100万円。
○ 分布においては貯蓄がない者と高額貯蓄の者の割合が高い。

出典：平成28年国民生活基礎調査（厚生労働省）の調査票情報を厚生労働省保険局調査課において独自集計したもの。

＜後期高齢者世帯の貯蓄額の分布＞

後期高齢者世帯平均貯蓄額

1,096万円

※ 後期高齢者世帯とは、75歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

(%)
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世帯主の年齢階級別貯蓄・負債現在高（２人以上の世帯）

○ ２人以上世帯における貯蓄現在高は、40歳未満の世帯が602万円であるのに対し、60歳～69歳の世帯
は2,382万円、70歳以上の世帯は2,385万円となっている。

○ また、負債額は40歳未満が最も多く、それ以降は年齢階級が高くなるに従って少なくなる。

41
〔出典〕総務省「家計調査年報（貯蓄・負債編）」平成29年（2017年）



①預貯金等

③非課税年金収入

一定額超の預貯金等（単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超）がある場合には、
対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナルティ（加
算金）を設ける

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する

○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者につ

いては、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。

○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは

不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。

居住費

食費

１割負担
1.5 1.5 2.5 2.8 0.9 1.2 

2.0 
4.2 

2.5 2.5 

4.0 

6.0 

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

8.5万円

＜現在の補足給付と施設利用者負担＞
【補足給付】
居住費：2.0万円
食 費：2.2万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.0万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.2万円

13万円～
5.2万円

第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

第2段階
・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下

第3段階
・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第２段階該当者以外

第4段階
～

・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者

4.9万円

負
担
軽
減
の
対
象

※ ユニット型個室の例

②配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘
案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外

（※）認定者数：１１９万人、給付費：３３３８億円［平成２６年度］

①、②：平成２７年８月施行、③：平成２８年８月施行 42

介護保険における平成26年改正における補足給付の見直し【平成27年８月施行(一部平成28年８月)】
平成28年８月19日

介護保険部会資料（一部改変）

＜要件の見直し＞
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医療保険
（入院時生活療養費）

介護保険
（介護施設における補足給付）

食事・居住サービス 保険給付の対象 保険給付の対象外（原則自己負担）

給付の性質
食事の提供、温度・照明及び給水に関する適切な
療養環境の形成である療養（健保法第63条第２項）

福祉的な観点からの低所得者の負担軽減措置

給付主体
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市町村、

国保組合、広域連合
市町村

負担の減額対象者

・低所得者（住民税非課税者、老齢福祉年金受給
者）

・病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中
的な医療的処置、手術その他の治療を要する者
として厚生労働大臣が定める者

・指定難病の患者

・低所得者（※）（住民税非課税者、老齢福
祉年金・生活保護受給者）

（※）低所得者の判定に当たっては、預貯金
等を勘案

医療保険及び介護保険における食事・居住に係る給付の比較

○ 医療保険では、病院等における食事・居住サービスは、入院患者の病状に応じ、医学的管理の下に保障す
る必要があることから、保険給付の対象としつつ、在宅でもかかる費用として、食費及び居住費（※）を自己
負担としている。

（※）居住費（光熱水費相当額）は療養病床のみが対象。

○ 介護保険では、介護保険施設等における食事・居住サービスは、在宅との公平性等の観点から、保険給付
の対象外（原則自己負担）としつつ、福祉的な観点から、低所得者に対して補足給付を支給。



1234 ････ ････1234 ････ ････1234 ････ ････
9876 ････ ････9876 ････ ････9876 ････ ････

【顧客名簿】

預金者名 個人番号 種類 口座番号 残高

○○ ○○ 1234   ・・・・ ・・・・ 普通 123・・・ ○○円

定期 456・・・ ○○円

×× ×× 9876 ・・・・ ・・・・ 普通 987・・・ ××円

… …

預貯金口座への付番について

預金保険機構・
農水産業協同組
合貯金保険機構

税務署

地方自治体・
年金事務所等

【付番促進のための見直し措置の検討】

付番開始後３年を目途に、預貯金口座に対する付番状況等を踏まえて、必要と認められるときは、預貯金口座への付番促進のための所要の措

置を講じる旨の見直し規定を法案の附則に規定。

【国税通則法・地方税法改正】

照会に効率的に対応することができるよう、
預貯金情報をマイナンバーにより検索可能
な状態で管理する義務を課す

預貯金口座への付番については、社会保障制度の所得・資産要件を適正に執行する観点や、適正・公平な税務執行の観点等から、金融機関

の預貯金口座をマイナンバーと紐付け、金融機関に対する社会保障の資力調査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようにす

ることにより、現行法で認められている資力調査や税務調査の実効性を高めるものである。また、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険

法の規定に基づき、預貯金口座の名寄せ事務にも、マイナンバーを利用できるようにするものである。

… … …

預貯金者は、銀行等の

金融機関から、マイナンバー

の告知を求められる

※ 法律上、告知義務

は課されない

番号を
告知

番号を
告知

マイナンバー付で
預貯金情報を照会

【社会保障給付関係法律・
預金保険関係法令改正】

マイナンバーが付された預
貯金情報の提供を求める
ことができる旨の照会規定
等を整備

【マイナンバー法改正】

預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を、マイナ
ンバー法における「個人番号利用事務実施者」として位置付け、
マイナンバーの利用を可能とする など

【金融機関】【行政機関等】
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○ 昨年の医療保険部会では、「医療保険において、介護保険における補足給付と同様の金融資産等の保有
状況を考慮に入れた負担を求める仕組みの適用拡大を行うこと」について議論し、実務的な課題、制度的な
課題及び財政効果に関する課題について以下のようなご意見があったところ。

○ 改革工程表では、「マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取組を踏まえつつ、引き続き、
医療保険制度における負担への反映方法」について検討することとなっているが、昨年の議論も踏まえつつ、
この点についてどう考えるか。

金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担の在り方について

45

【主なご意見】

（実務的な課題について）

○ 負担能力に応じた負担を求める観点から、将来的にはマイナンバーを活用した金融資産等を勘案
する仕組みを考えるべきではないか。

○ 市町村が運営している介護保険とは異なり、被用者保険者が金融資産を把握するのは現実的では
ないのではないか。

○ 現状では金融資産を正確に把握する仕組みはなく、自己申告ベースであることを考えると、時期尚
早ではないか。

（制度的な課題について）

○ 介護保険では、低所得者への補足給付が福祉的・経過的な性格を有することに鑑みて資産勘案を
行っているが、医療保険において保険給付としている入院時の食費・居住費とはそもそも性格が異な
るのではないか。

（財政効果に関する課題について）

○ 事務負担の増加に比して、財政効果はあまり見込めないのではないか。

平成29年11月8日 資料１－２（抄）第108回社会保障審議会医療保険部会



現役並み所得の判定基準について

46

改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018におけ
る記述

記載なし
年金受給者の就労が増加する中、医療・介護

における「現役並み所得」の判断基準を現役との
均衡の観点から見直しを検討する。



基準収入額要件について（患者負担割合・高額療養費自己負担限度額一覧）

70歳未満 70歳以上

負担割合 上限額（世帯）

年収約1,160万円～
健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

３割

252,600＋
(医療費－842,000)×１% 
<多数回該当：140,100>

年収約770～約1,160万円
健保：標報53万～79万円
国保：旧ただし書き所得600万～901万円

167,400＋
(医療費－558,000)×１% 
<多数回該当：93,000>

年収約370～約770万円
健保：標報28万～50万円
国保：旧ただし書き所得210万～600万円

80,100＋
(医療費－267,000)×１% 
<多数回該当：44,400>

～年収約370万円
健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600
<多数回該当：44,400>

35,400
<多数回該当：24,600>住民税非課税

負担割合 上限額（世帯）
外来（個人）

現役並み所得Ⅲ区分
（年収約1,160万円～）

健保：標報83万円以上
国保・後期：課税所得690万円以上

３割

252,600＋
(医療費－842,000)×１% 
<多数回該当：140,100>

現役並み所得Ⅱ区分
（年収約770～約1,160万円）

健保：標報53万～79万円
国保・後期：課税所得380万円以上

167,400＋
(医療費－558,000)×１% 
<多数回該当：93,000>

現役並み所得Ⅰ区分
（年収約370～約770万円）

健保：標報28万～50万円
国保・後期：課税所得145万円以上

かつ、基準収入額が単身383万円
（世帯は520万円）以上

80,100＋
(医療費－267,000)×１% 
<多数回該当：44,400>

一般区分
（～年収約370万円）

健保：標報26万円以下
国保・後期：課税所得145万円未満

または、基準収入額が単身383万円
（世帯は520万円）未満（※２）

70-74歳
２割

（※３）

75歳以上
１割

18,000
〈年間

14.4万円〉

57,600
<多数回該当：

44,400>

住民税非課税
8,000

24,600

住民税非課税
（所得が一定以下）

15,000

※１ なお、本判定でいう「収入」とは、前年１月～12月までの所得税法上の収入の計（例えば遺族年金等の非課税の収入や一括して受け取る退職金等は勘案されない）
※２ 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 ※３ 平成26年４月１日までに70歳に達している者は1割。 ※４ 加入者数は、平成27年度をベースにし、一定の仮定を置いて試算したもの

加入者
31万人

加入者
20万人

加入者
120万人

加入者
1,273万人

加入者
503万人

加入者
365万人

○ 70歳以上の医療保険制度においては、一定の所得を超えた者を「現役並み所得」区分として、窓口負担割合や高額療養費の負担上限額を
高く設定している。
○ 「現役並み所得」Ⅰ区分の判定基準は以下のとおり。
① 国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上。被用者保険加入者の場合は、標準報酬28万円以上 かつ、
② 収入額の合計が単身383万円以上、世帯520万円以上（※１）
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区分 負担 入院等

一般

１割

37,200円

住民税
非課税

24,600円

老齢福祉年金
受給者 15,000円

区分 負担 入院等外来

一定以上
所得者

２割 40,200円
73,200円+1％
＜40,200円＞

一般

１割

12,000円 40,200円

低Ⅱ

8,000円

24,600円

低Ⅰ 15,000円

※外来は別途月額上限を設定

＜H13.1～H14.9＞ ＜H14.10＞

変更なし

＜H17.8＞

区分 負担 入院等外来

現役並み
所得者

３割 44,400円
80,100円+1％
＜44,400円＞

一般

１割

12,000円 44,400円

低Ⅱ

8,000円

24,600円

低Ⅰ 15,000円

＜H18.10＞

区分 負担 入院等外来

現Ⅲ

３割

252,600円+1％
＜140,100円＞

現Ⅱ
167,400円+1％
＜93,000円＞

現Ⅰ
80,100円+1％
＜44,400円＞

一般

１割

18,000円
（年間

14.4万円）

57,600円
＜44,400円＞

低Ⅱ

8,000円

24,600円

低Ⅰ 15,000円

＜H30.8＞

※＜ ＞は多数回該当

・課税所得：124万円以上

・収入（単身）：450万円以上

・収入（世帯）：637万円以上

◎判定基準（２割該当）

＜経緯＞

・課税所得：145万円以上

・収入（単身）：484万円以上

・収入（世帯）：621万円以上

◎判定基準（２割該当）

・課税所得：145万円以上

・収入（単身）：383万円以上

・収入（世帯）：520万円以上

◎判定基準（３割該当）

＜H18.8～＞

基準収入額要件について（制度の経緯等）

〇 平成14年10月施行の法改正において、高齢者のうち、定率２割負担となる「一定以上所得者」区分を新設。この際、現役世代は住民
税課税～年収770万円以下までが一つの区分とされていたことから、高齢者で独自に「一定以上所得者」を判定する基準を設ける必要。

○ この判定基準について、与党から、判定を課税所得のみを基準として行うと、収入の形態によっては所得控除額が少なくなり、当時
「目安」としていた「夫婦2人世帯で年収630万円」に満たない場合であっても、課税所得額が基準を上回り、窓口負担割合や自己負担
限度額が高くなってしまうことがありうるとの指摘があった。
（例えば、夫が給与収入430万円で妻が年金収入79万円の場合等は、世帯収入は510万円程度であり、「一定以上所得者」の「目安」としていた630万円より低いが、

給与控除、配偶者控除、基礎控除、社会保険料控除等を引いても課税所得が当時の基準124万円以上となるケースがある）

○ これらの指摘を受け、本来の課税所得要件に加えて基準収入額要件を設け、課税所得が基準を上回った場合であっても、収入が基準収
入額を下回れば「一定以上所得者」とは判定しないこととした。（その後税制改正等を踏まえて額の時点リバイスを行い、現在に至っている）

48



平成14年10月～ 平成17年8月～ 平成18年10月～

【
課
税
所
得
要
件
（
収
入−

諸
控
除
）
】

【
基
準
収
入
額
要
件
（
課
税
所
得
要
件
＋
諸
控
除
）
】

課税所得要件・基準収入額要件の計算方法とその変遷

【高齢者：単身世帯】 【高齢者：夫婦２人世帯】

450万円

402万円 （給与のみ）

【現役世代：夫婦２人世帯】

＜課税所得（年額）＞

１24万円

＜諸控除：325万円＞

・給与所得控除（91万円）
・基礎控除（33万円）
・社会保険料控除（13万円）
・公的年金等控除（140万円）
・老年者控除（48万円）

＜課税所得（年額）＞

１24万円

＜諸控除：278万円＞

・給与所得控除（134万円）
・基礎控除（33万円）
・配偶者控除（33万円）
・配偶者特別控除（33万円）
・社会保険料控除（45万円）

【高齢者：夫婦２人世帯】

383万円 520万円

386万円 （給与のみ）

＜課税所得（年額）＞

145万円

＜諸控除：237万円＞

・給与所得控除（73万円）
・基礎控除（33万円）
・社会保険料控除（11万円）
・公的年金等控除（120万円）

＜課税所得（年額）＞

145万円

＜諸控除：241万円＞

・給与所得控除（131万円）
・基礎控除（33万円）
・配偶者控除（33万円）
・社会保険料控除（44万円）

＜課税所得（年額）＞

145万円

＜諸控除：374万円＞

・給与所得控除（90万円）
・基礎控除（33万円）
・配偶者控除（38万円）
・社会保険料控除（14万円）
・公的年金等控除（199万円）

【高齢者：単身世帯】【高齢者：単身世帯】 【高齢者：夫婦２人世帯】

389万円 （給与のみ）

＜課税所得（年額）＞

145万円

＜課税所得（年額）＞

145万円

＜諸控除：244万円＞

・給与所得控除（132万円）
・基礎控除（33万円）
・配偶者控除（33万円）
・社会保険料控除（46万円）

＜課税所得（年額）＞

145万円

【現役世代：夫婦２人世帯】【現役世代：夫婦２人世帯】

484万円637万円

＜課税所得（年額）＞

１24万円

＜諸控除：512万円＞

・給与所得控除（123万円）
・基礎控除（33万円）
・配偶者控除（38万円）
・配偶者特別控除（33万円）
・社会保険料控除（17万円）
・公的年金等控除（220万円）
・老年者控除（48万円）

621万円

＜諸控除：475 万円＞

・給与所得控除（119 万円）
・基礎控除（33万円）
・配偶者控除（38万円）
・社会保険料控除（17万円）
・公的年金等控除（220万円）
・老年者控除（48万円）

＜諸控除：338万円＞

・給与所得控除（102万円）
・基礎控除（33万円）
・社会保険料控除（15万円）
・公的年金等控除（140万円）
・老年者控除（48万円）

給与：351万円
年金：285万円
夫 205万円
妻 80万円

給与：244万円
年金：205万円

給与：337万円
年金：283万円
夫 203万円
妻 80万円

給与：280万円
年金：203万円

給与：240万円
年金：280万円
夫 201万円
妻 79万円

給与：182万円
年金：201万円

※標準報酬月額28万円で算出
※年金額はモデル年金を使用
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保険給付率と患者負担率のバランスの
見える化について

50

改革工程表における記述 経済財政運営と改革の基本方針2018におけ
る記述

記載なし

医療費については、これまでも、その水準を診療
報酬改定等によって決定するとともに、その負担に
ついて、随時、保険料・患者負担・公費の見直し
等を組み合わせて調整してきたところ。支え手の
中核を担う勤労世代が減少しその負担能力が低
下する中で、改革に関する国民的理解を形成す
る観点から保険給付率（保険料・公費負担）と
患者負担率のバランス等を定期的に見える化し
つつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者
負担について総合的な対応を検討する。



14年度 18年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

保
険
料

患
者
負
担

Ｈ14.10～
70歳以上
定率１割
現役並み２割

Ｈ15.4～
健保２割
→３割

H18.10～
70歳以上
現役並み
２割→３割

入院時の居住費
の導入

高額療養費の
上限引上げ

診
療
報
酬

本体 ▲1.3％
薬価等 ▲1.4％

【参考】
本体＋薬価等

▲2.7％

本体 ▲1.36％
薬価等 ▲1.8％

【参考】
本体＋薬価等

▲3.16％

本体 ＋0.1％
薬価等 ▲1.36％

【参考】
本体＋薬価等

▲1.26％

※消費税改定分を除く。

本体 ＋0.49％
薬価等※1 ▲1.82％

【参考】
本体＋薬価等※2

▲1.33％

※1 うち、市場拡大再算定の特例
分等▲0.29%、実勢価等改定分
▲1.52%（市場拡大再算定
（通常分）を除くと、▲1.33%）

※2 実勢価等改定分で計算すると、
▲1.03%

本体 ＋0.55％
薬価等※1 ▲1.74％

【参考】
本体＋薬価等※2

▲1.19％

※1 うち、薬価制度改革分
▲0.29%、実勢価等改定
分▲1.45%

※2 実勢価等改定分で計算
すると▲0.9%

70歳～74歳の窓口負担の見直し １割→２割

入院時の食費の引上げ
260円/食→460円/食(一般所得)

入院時の居住費の引上げ
0円/日→370円/日

※65歳以上の医療度の高い患者

高額療養費上限引上げ
一般(外来)1.2万円/月→1.8万円/月
一般(世帯)4.44万円/月→5.76万円/月
現役並み(外来)4.44万円/月→特例廃止
現役並み(世帯)8.01万円/月→3区分化

これまでの診療報酬改定、保険料・患者負担の見直しについて

後期高齢者保険料軽減特例の見直し
・所得割 5割軽減 → 軽減なし(H30.4）
・元被扶養者均等割 9割軽減 → 軽減なし(H31.4)
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（参考）国民医療費の推移と平成24年3月推計との比較

出典：実績「国民医療費」、推計「社会保障の費用に関する将来推計の改定について」（2012（平成24）年3月）
（注１） 推計の2012（平成24）年度の値は、平成24年度予算ベースの医療費。
（注２） 2017（平成29）年度の実績値は、「医療費の動向」を元にした概算値。
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推計（現状投影）
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実効給付率の推移

（注１）予算措置による70歳～74歳の患者負担補填分を含んでいない。
（注２）特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患治療研究事業といった公費による医療費の自己負担の軽減は含まれていない。
出典：各制度の事業年報等を基に作成

(％)

(年度)

後期高齢者医療制度（老人保健）

医療保険制度計

後期高齢者医療制度（老人保健）
（現役並み所得者）

若人計

H14.10～ 70歳以上
：定率１割（現役並み２割）

H15.4～ 健保
：２割→３割

H18.10～ 70歳以上
：現役並み：２割→３割

H20.4～ 後期高齢者医療制度発足
70～74歳（凍結）/義務教育前：２割

後期高齢者医療制度（老人保健）
（現役並み所得者以外）

H26.4～ 70～74歳
：順次凍結解除

○ 医療保険制度全体の実効給付率の水準は、その時々の社会経済情勢を踏まえ、累次の制度改正が行わ
れた結果、現時点では、平成12年（2000年）とほぼ同水準となっている。

H29.8/30.8～ ： 70歳以上
高額療養費見直し（実効給
付率への影響は後期高齢者医
療制度で▲0.4％程度、医療保険
制度計で▲0.2％程度の見込み）53
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1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

後期高齢者（老人）医療費 （兆円）
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国民医療費の対国民所得比

国 民 医 療 費 （兆円）

（兆円）

（年度）

＜対前年度伸び率＞ （％）

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% ▲1.33%

（主な制度改正） ・介護保険制度施行

・高齢者１割負担導入

（2000）

・高齢者１割
負担徹底
（2002）

・被用者本人
３割負担等
（2003）

・現役並み
所得高齢者
３割負担等
（2006）

・未就学児
２割負担
（2008）

・70-74歳
２割負担 (※)
（2014）

国民医療費の対GDP比

老人医療の対象年齢の引上げ
70歳以上 → 75歳以上

（～H 14.9） （H 19.10～）

（実績見込み）

注１ 国民所得及びGDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2017年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2017年度分は、2016年度の国民医療費に2017年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じることによって推計している。

（※）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(S60) (H2) (H7) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28) (H29)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.5 2.3

後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3 3.6 2.1 4.4 1.6 4.4

国民所得 7.2 8.1 2.7 2.4 ▲3.0 ▲0.4 1.4 1.3 1.2 1.3 ▲0.0 ▲7.2 ▲2.9 2.4 ▲1.0 0.4 4.0 1.3 2.9 0.4 －

GDP 7.2 8.6 2.7 1.2 ▲1.8 ▲0.8 0.6 0.6 0.9 0.6 0.4 ▲4.1 ▲3.4 1.5 ▲1.1 0.1 2.6 2.2 3.0 1.0 －

医 療 費 の 動 向
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平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

医療費の伸び率 ① 1.9% 1.8% 3.2% -0.0% 3.0% 2.0% 3.4% 3.9% 3.1% 1.6% 2.2% 1.9% 3.8% -0.5% 2.3%
（注１）

人口増の影響 ② 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1% -0.1% -0.2%
（注１）

高齢化の影響 ③ 1.6% 1.5% 1.8% 1.3% 1.5% 1.3% 1.4% 1.6% 1.2% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.2%
（注１）

診療報酬改定等 ④ -1.0% -3.16% -0.82% 0.19% 0.004%

0.1%

-1.26%
消費税対応

1.36%
（注３）

-1.33%
（注４）

その他
(①-②-③-④)

・医療の高度化
・患者負担の見直し 等

0.2% 1.2% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 2.2% 2.1% 2.1% 0.4% 1.1% 0.7% 2.9% -0.1% 1.3%
（注１）

制度改正 H15.4
被用者本人
3割負担等

H18.10
現役並み
所得高齢者
3割負担等

H20.4
未就学
2割負担

H26.4
70-74歳
2割負担
（注５）

○ 医療費の伸び率のうち、人口及び報酬改定の影響を除いた「その他」は近年1～2％程度であり、平成29年度は1.3％。
その要因には、医療の高度化、患者負担の見直し等種々の影響が含まれる。
（平成27、28年度は一時的な要因により変動が大きいが平均すると1.5％程度で、それ以前の水準と大きく変わらない。）

注１：医療費の伸び率は、平成28年度までは国民医療費の伸び率、平成29年度は概算医療費（審査支払機関で審査した医療費）の伸び率（上表の斜体字、速報値）であり、医療保険と公費負担医療の合計である。
注２：平成29年度の高齢化の影響は、平成28年度の年齢階級別（５歳階級）国民医療費と平成28，29年度の年齢階級別（５歳階級）人口からの推計値である。
注３：平成26年度の「消費税対応」とは、消費税率引上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増への対応分を指す。平成26年度における診療報酬改定の改定率は、合計0.10％であった。
注４：平成28年度の改定分-1.33%のうち市場拡大再算定の特例分等は-0.29%、実勢価等改定分で計算すると-1.03%。

なお、「市場拡大再算定の特例分等」とは年間販売額が極めて大きい品目に対する市場拡大再算定の特例の実施等を指す。
注５：70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。平成26年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

医療費の伸び率の要因分解
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2019
年度～2016年度 2017年度 2018年度

－ －

経済・財政再生計画 改革工程表（保険局関係抜粋）

KPI
（第二階層）

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

通常国会 通常国会概算要求
税制改正要望等

年末

集中改革期間

≪厚生労働省≫

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
、
給
付
の
適
正
化

＜㉔世代間・世代内での負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点からの検討＞
＜(ⅰ)高額療養費制度の在り方＞

外来上限や高齢者の負
担上限額の在り方な
ど、高額療養費制度の
見直しについて、世代
間・世代内の負担の公
平や負担能力に応じた
負担等の観点から、関
係審議会等において具
体的内容を検討

高額療養費制度の見直しを2017年８月から段階的に実施

＜(ⅱ)医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方＞

医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について、70歳から74歳の窓口負担の段階的な引上げの実施
状況等も踏まえつつ、関係審議会等において検討し、結論

＜(ⅲ)高額介護サービス費制度の在り方＞

高額介護サービス費制度の
見直しについて、制度改正の
施行状況や高額療養費との
均衡の観点も踏まえつつ、関
係審議会等において具体的
内容を検討

＜(ⅳ)介護保険における利用者負担の在り方 等＞

介護保険における利用
者負担の在り方につい
て、制度改正の施行状
況や医療保険制度との
均衡の観点も踏まえつ
つ、関係審議会等にお
いて検討

検討結果に基づき、利
用者負担割合の見直
しを2018年８月から実
施するための法案を
2017年通常国会へ提
出、成立

高額介護サービス費制度の見直しを2017年８月から実施

利用者負担割合について、２割負担者のうち特
に所得の高い層の負担割合を３割とする見直し
を2018年８月から実施

平成30年4月19日 参考資料4（抄）第111回社会保障審議会医療保険部会
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2019
年度～2016年度 2017年度 2018年度

か か り つ け
機 能 を 評 価
す る 診 療 報
酬である「地
域 包 括 診 療
料 」 、 「 地 域
包 括 診 療 加
算」の算定状

況【増加】

―

大 病 院 受 診
者のうち紹介
状なしで受診
し た 者 の 割
合【500床以
上の病院で
60％以下】

患 者 が １ か
月 間 に 受 診
し た 医 療 機
関 数【見え
る化】

―

経済・財政再生計画 改革工程表

KPI
（第二階層）

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

医
療
・介
護
提
供
体
制
の
適
正
化

通常国会 通常国会概算要求
税制改正要望等

年末

集中改革期間

≪厚生労働省≫

＜⑨かかりつけ医の普及の観点からの診療報酬上の対応や外来時の定額負担について検討＞

かかりつけ医機能の更なる
強化に向け、地域包括診
療料等の普及に向けた必
要な要件見直し等につい
て、平成28年度（2016年
度）診療報酬改定で対応

外来の機能分化を進める観点から、紹介状なしの大病院受診に対する定額負担を2016年４月から導入

かかりつけ医
の普及の観点
から、かかりつ
け医以外を受
診した場合に
おける定額負
担を導入する
ことについて、
関係審議会等
において検討

＜⑩看護を含む医療関係職種の質評価・質向上や役割分担の見直しを検討＞

特定行為研修制度を着実に実施するとともに、地域医療介護総合確保基金に基づく新人看護職員研修をはじめとする研修の推進や看護系
データベースの参加・利活用の推進を支援

臨床検査技師及び診
療放射線技師の追加
された業務範囲の内
容の現場における実
施状況に関する検証
等の方法を研究

かかりつけ医の普及に向けて、
まずは病院・診療所間の機能
分化の観点から、医療保険財
政の持続可能性の観点等を踏
まえつつ、病院への外来受診
時の定額負担に関し、現行の
選定療養による定額負担の対
象の見直しを含め、関係審議
会等において具体的な検討を
進め、2017年末までに結論

病院への外来
受診時の定額
負担に関し、平
成30年度
（2018年度）診
療報酬改定に
おいて、現行
の選定療養に
よる定額負担
の対象となる
医療機関の範
囲を見直す

上記以外の措置として、病院・診療所間の機能分化や医療保険財政の持続可能性の観点等を踏ま
えつつ、かかりつけ医の普及を進めるとともに、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導
入を含め、外来受診時の定額負担の在り方について、関係審議会等においてさらに検討し、その結
果に基づき必要な措置を講ずる
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2019
年度～2016年度 2017年度 2018年度

－ －

経済・財政再生計画 改革工程表

KPI
（第二階層）

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

通常国会 通常国会年末

集中改革期間

≪厚生労働省≫

＜㉗公的保険給付の範囲や内容について適正化し、保険料負担の上昇等を抑制するための検討＞
＜ (ⅱ)医薬品や医療機器等の保険適用に際して費用対効果を考慮することについて平成28年度診療報酬改定に

おいて試行的に導入した上で、速やかに本格的な導入を目指す＞

＜(ⅲ)生活習慣病治療薬等について、費用面も含めた処方の在り方等の検討＞

＜(ⅳ)市販品類似薬に係る保険給付について見直しを検討＞

公的保険給付の範囲の
見直しや医薬品の適正使
用の観点等から、平成28
年度（2016年度）診療報
酬改定において、長らく市
販品として定着したOTC
類似薬を保険給付外とす
ること等について検討し、
湿布薬の取扱いを見直し

スイッチOTC化された
医療用医薬品に係る
保険償還率の在り方に
ついて、関係審議会等
において検討

薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランス、
医薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点から、
引き続き関係審議会等において検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

＜(ⅴ)不適切な給付の防止の在り方について検討 等＞

保険医療機関に対する指導監査及び適時調査について、見直しを検討

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
、
給
付
の
適
正
化

生活習慣病治療薬等の処方の在り方等について、費用対効果評価の導入と並行
して、専門家の知見を集約した上で検討し、結論

概算要求
税制改正要望等

費用対効果評価について、
評価対象の選定方法や評
価結果の活用方法等につい
て、平成28年度（2016年度）
診療報酬改定での試行的
導入を実施

生活習慣病の重症化予防につ
いて、平成30年度（2018年度）
診療報酬改定において対応

試行的実施の対象
となっている13品目
について、これまで
の作業結果を踏ま
え、2018年4月から
価格調整を実施

試行的実施において明らかになった技術的課題
への対応策を整理することと併せて、本格実施に
向けて、その具体的内容について引き続き検討し、
2018年度中に結論
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2019
年度～2016年度 2017年度 2018年度

－ －

経済・財政再生計画 改革工程表

KPI
（第二階層）

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

通常国会 通常国会概算要求
税制改正要望等

年末

集中改革期間

≪厚生労働省≫

＜㉕現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図るための検討＞
＜(ⅰ)介護納付金の総報酬割＞

社会保障改革プログラ
ム法における検討事項
である介護納付金の総
報酬割導入について、
関係審議会等において
検討

検討結果に基づき、
介護納付金の総報
酬割を2017年８月
分から段階的に実
施するための法案
を2017年通常国会
へ提出、成立

＜(ⅱ)その他の課題＞

現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図るためのその他の課題について、関係審議会等におい
て検討し、結論

＜㉖医療保険、介護保険ともに、マイナンバーの活用等により、金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担を求め
る仕組みについて検討＞

医療保険において、介
護保険における補足給
付と同様の金融資産等
の保有状況を考慮に入
れた負担を求める仕組
みの適用拡大を行うこと
について、関係審議会
等において検討

マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取組を踏まえつつ、引き
続き、医療保険制度における負担への反映方法について関係審議会等において
検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

マイナンバーの活用については、改正マイナンバー法（公布日（2015年
９月９日）から３年以内に施行予定）による預金口座への付番開始後３
年を目途とする見直しの検討に併せて、実施上の課題を検討

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
、
給
付
の
適
正
化

介護納付金の総報酬割について、2017年度から段階的に実施
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３. 新経済・財政再生計画の策定

（２）財政健全化目標と実現に向けた取組

（社会保障改革を軸とする「基盤強化期間」の設定）

・ 2025年度のＰＢ黒字化に向けては、社会保障改革を軸として、社会保障の自然増の抑制や医療・介護のサービス供給体
制の適正化・効率化、生産性向上や給付と負担の適正化等に取り組むことが不可欠である。2020、2021年度は75歳に入
る高齢者の伸びが鈍化するが、2022年からは団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費の急増が見込まれる。それ
までの2019年度～2021年度を「基盤強化期間」と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行う。
社会保障制度の持続可能性確保が景気を下支えし、持続的な経済成長の実現を後押しする点にも留意する。

（財政健全化目標と毎年度の予算編成を結び付けるための仕組み）

・ 全ての個別歳出項目について聖域なく見直しを行い、経済再生と財政健全化の両立を図る。財政健全化目標と毎年度の
予算編成を結び付けるため、基盤強化期間内に編成される予算については、以下の目安に沿った予算編成を行う。ただ
し、社会保障は高齢化による増加分が年によって異なることなどを考慮し、各年度の歳出については一律ではなく柔軟に
対応する。

① 社会保障関係費については、再生計画において、2020年度に向けてその実質的な増加を高齢化による増加分に相
当する伸びにおさめることを目指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、2019年度以降、その方針を
2021年度まで継続する175 。

消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保障の充実、「新しい経済政策パッケージ」176で示さ
れた「教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担）については、別途考
慮する。

なお、2022年度以降については、団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費が急増することを踏まえ、こうした高
齢化要因を反映するとともに、人口減少要因、経済・物価動向、社会保障を取り巻く状況等を総合的に勘案して検討す
る。

175 高齢化による増加分は人口構造の変化に伴う変動分及び年金スライド分からなることとされており、人口構造の変化に伴う変動分については当該年度における高齢者数の伸びの見込みを踏まえた増加分、
年金スライド分については実績をそれぞれ反映することとする。これにより、これまで３年間と同様の歳出改革努力を継続する。

176 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）

経済財政運営と改革の基本方針2018 （保険局関係抜粋）

第３章 「経済・財政一体改革」の推進

平成30年7月19日 資料１－１（抄）第113回社会保障審議会医療保険部会
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（計画実現に向けた今後の取組）

・ 責任をもって経済財政運営を行うために、取組の進捗等についてのレビューを行う。

・ 全世代型社会保障制度を着実に構築していくため、総合的な議論を進め、期間内から順次実行に移せるよう、2020年度
に、それまでの社会保障改革を中心とした進捗状況をレビューし、「経済財政運営と改革の基本方針」において、給付と負
担の在り方を含め社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、早期に改革の具体化を進める。

・ 経済・財政一体改革の進捗については、新計画の中間時点（2021年度）において評価を行い、2025年度ＰＢ黒字化実現に
向け、その後の歳出・歳入改革の取組に反映する。
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４.主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題

（１）社会保障

（基本的考え方）

・ 社会保障は歳出改革の重点分野である。社会構造の変化に的確に対応し、持続可能な社会保障制度の確立を目指すこ
とで、国民が将来にわたる生活に安心感と見通しを持って人生設計を行い、多様な形で社会参加できる、質の高い社会
を実現する。こうした取組により、社会保障制度が経済成長を支える基盤となり、消費や投資の活性化にもつながる。同
時に、社会保障制度の効率化を通じて、国民負担の増加の抑制と社会保障制度の安定の両立を図る。

・ 再生計画の改革工程表の全44項目を着実に推進する。行動変容等を通じた医療・介護の無駄の排除と効率化の徹底、
高齢化・人口減少を見据えた地域のサービス体制の整備等の取組を加速・拡大する。給付と負担の見直し等による社会
保障の持続可能性の確保を確実に図りつつ、エビデンスに基づく費用対効果を踏まえながら、健康寿命を延伸し社会の
活力を維持するとともに、人手不足の中でのサービス確保に向けた医療・介護等の分野における生産性向上を図るため
の取組を進める。

・ 基盤強化期間の重点課題は、高齢化・人口減少や医療の高度化を踏まえ、総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取り
まとめ、期間内から工程化、制度改革を含め実行に移していくこと及び一般会計における社会保障関係費の伸びを、財
政健全化目標と毎年度の予算編成を結び付けるための仕組みに沿ったものとすることである。

・ こうした取組に向け、2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有し、国民的議論を喚起することが重要で
あり、受療率や生産性の動向、支え手の減少や医療技術の高度化の進展等を踏まえた具体的な将来見通しを関係府省
が連携して示す。あわせて、予防180・健康づくり等による受療率の低下や生産性向上の実現に向けて、具体的な目標とそ
れにつながる各施策のＫＰＩを掲げ推進する。

・ これらの取組を通じて、全世代型の社会保障制度を構築し、世界に冠たる国民皆保険・皆年金の維持、そして次世代への
継承を目指す。

180 疾病予防、重症化予防をいう。
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（予防・健康づくりの推進）
・ 高齢者をはじめとして多様な就労・社会参加を促進し、社会全体の活力を維持していく基盤として、健康寿命を延伸し、平

均寿命との差を縮小することを目指す。

・ 糖尿病等の生活習慣病や透析の原因にもなる慢性腎臓病及び認知症の予防に重点的に取り組む。糖尿病等の生活習
慣病の重症化予防に関して、県・国民健康保険団体連合会・医師会等が連携して進める埼玉県の取組など、先進・優良
事例の横展開の加速に向けて今後３年間で徹底して取り組む。

・ 日本健康会議について、都道府県レベルでも開催の促進など、多様な主体の連携により無関心層や健診の機会が少な
い層を含めた予防・健康づくりを社会全体で推進する。

・ 医療・介護制度において、データの整備・分析を進め、保険者機能を強化するとともに、科学的根拠に基づき施策を重点
化しつつ、予防・健康づくりに頑張った者が報われる制度を整備する。

・ 高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策183や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防、就労・社会参加支
援を都道府県等と連携しつつ市町村が一体的に実施する仕組みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、
健康寿命の地域間格差を解消することを目指す。

・ 口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者をはじめとする国
民に対する口腔機能管理の推進など歯科口腔保健の充実や、地域における医科歯科連携の構築など歯科保健医療の
充実に取り組む。

183 フレイルは、要介護状態に至る前段階として位置付けられるが、身体的脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きや
すいハイリスク状態を意味し、運動、口腔、栄養等に係る指導等の適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能とされている。

（生涯現役、在宅での看取り等）

・ 働き方の多様化を踏まえ、勤労者が広く被用者保険でカバーされる勤労者皆保険制度185の実現を目指して検討を行う。
その際、これまでの被用者保険の適用拡大及びそれが労働者の就業行動に与えた影響についての効果検証を行う。

185 被用者保険の更なる適用拡大。
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（医療・介護提供体制の効率化とこれに向けた都道府県の取組の支援）

・ 病床の転換や介護医療院への移行などが着実に進むよう、地域医療介護総合確保基金や急性期病床や療養病床に係
る入院基本料の見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証を行い、必要な対応を検討
するとともに、病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討する。高額医療機器について、共同利用の一層の推進
など効率的な配置を促進する方策を講じる。また、これに伴う稼働率の向上を促進する方策を検討する。

・ 一人当たり医療費の地域差半減、一人当たり介護費の地域差縮減に向けて、国とともに都道府県が積極的な役割を果た
しつつ、地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険
者機能の一層の強化を含め、更なる対応を検討する。国保財政の健全化に向け、法定外繰入の解消など先進事例を後
押しするとともに横展開を図り、受益と負担の見える化を進める。高齢者の医療の確保に関する法律188第14条に基づく地
域独自の診療報酬について、都道府県の判断に資する具体的な活用策の在り方を検討する。

・ レセプト情報を活用し、本人同意の下、医師や薬剤師が投薬歴等を閲覧できる仕組みの構築や、診療報酬での評価等に
より、多剤投与の適正化を引き続き推進する。

188 「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）

（医療・介護サービスの生産性向上）

・ 予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業について、多様・包括的な民間委託を推進し、サービスの質と効率性
を高めていく。産業医・産業保健機能の強化や健康経営を支えるサービスの活用促進を図りつつ、企業が保険者との連
携を通じて健康経営を促進し、予防・健康づくりの推進における先進・優良事例の全国展開を図る。

・ また、診療報酬や介護報酬においては、適正化・効率化を推進しつつ、安定的に質の高いサービスが提供されるよう、ＡＤ
Ｌ190の改善等アウトカムに基づく支払いの導入等を引き続き進めていく。

・ データヘルス改革を推進し、被保険者番号の個人単位化とオンライン資格確認を導入するとともに、「保健医療データプ
ラットフォーム」について、2020年度の本格運用開始を目指し取り組む。

・ 医療保険の審査支払機関について、「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」等に掲げられた改革項目を着実に進
める。

190 日常生活動作（Activity of Daily Living）。食事、更衣、排泄、入浴、移動などの日常の動作を指す。
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（見える化、技術革新を活用した業務イノベーション、先進・優良事例の横展開等）

・ 保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセンティブの一層の活用、戦略的な情報発信などによる後押しにより、
先進・優良事例の横展開を促進する。

・ 国保の普通調整交付金について、所得調整機能を維持しながら、医療費適正化のインセンティブを効かせる観点から、地
域差に関する調整・配分の在り方の検証を進め、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となる新制度の円滑
な運営に配慮しつつ、速やかに関係者間で見直しを検討191する。

191 加入者の性・年齢で調整した標準的な医療費を基準に配分すべきとの意見や、普通調整交付金が担う地方団体間の所得調整機能は大変重要であるとの意見等があることを踏まえつつ検討を行う。

（医薬品等に係る改革等）

・ 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」192に基づき、国民負担の軽減と医療の質の向上に取り組むとともに、医薬品産
業を高い創薬力を持つ産業構造に転換する。

・ 費用対効果評価については本格実施に向けてその具体的内容を引き続き検討し、2018年度中に結論を得る。

・ 毎年薬価調査・毎年薬価改定に関しては、2019年度194、2020年度195においては、全品目の薬価改定を行うとともに、2021
年度196における薬価改定の対象範囲について、この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬
局等の経営への影響等を把握した上で、2020年中にこれらを総合的に勘案して、決定する。

・ 2020年度の薬価改定に向けて、新薬創出等加算対象品目を比較薬とする場合の薬価算定の見直し、効能追加等による
革新性・有用性の評価、長期収載品の段階的な価格引下げまでの期間の在り方等について、所要の措置を検討する。

・ 患者本位の医薬分業を実現し、地域において薬局が効果的・効率的にその役割を果たすことができるよう、調剤報酬の在
り方について引き続き検討する。

・ 高齢者への多剤投与対策、生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方の在り方については引き続き検討を進める。
後発医薬品の使用促進についても引き続き取り組む。

192 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（平成28年12月20日内閣官房長官・経済財政政策担当大臣・財務大臣・厚生労働大臣決定）

194 2019年度は、消費税率引上げが予定されている年度。

195 2020年度は、２年に１度の薬価改定が行われる年度。

196 2021年度は、最初の薬価改定年度（２年に１度の薬価改定の間の年度）。
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（負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化、自助と共助の役割分担の再構築）

・ 高齢化や現役世代の急減という人口構造の変動の中でも、国民皆保険を持続可能な制度としていく必要がある。勤労世
代の高齢者医療への負担状況にも配慮しつつ、必要な保険給付をできるだけ効率的に提供しながら、自助、共助、公助
の範囲についても見直していく必要がある。

・ 高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能力」に応じた負担を求
めることを検討する。

・ 団塊世代が後期高齢者入りするまでに、世代間の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担の在
り方について検討する。

・ 年金受給者の就労が増加する中、医療・介護における「現役並み所得」の判断基準197を現役との均衡の観点から見直し
を検討する。

・ 新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費用対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併用療養の活用な
どを検討する。医療技術評価の在り方について調査・研究・検討を推進するとともに、そのための人材育成・データ集積・
分析を推進する。

・ 薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランス、医薬品の適正使用の促進等の観点
を踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点から、引き続き関係審議会において検討し、その結果に基づき必要な措置を
講ずる。

・ 病院・診療所の機能分化・機能連携等を推進しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえながら、かかりつけ医・かかりつけ
歯科医・かかりつけ薬剤師の普及を進めるとともに、外来受診時等の定額負担導入を検討する。

・ 医療費については、これまでも、その水準を診療報酬改定等によって決定するとともに、その負担について、随時、保険
料・患者負担・公費の見直し等を組み合わせて調整してきたところ。支え手の中核を担う勤労世代が減少しその負担能力
が低下する中で、改革に関する国民的理解を形成する観点から保険給付率（保険料・公費負担）と患者負担率のバラン
ス等を定期的に見える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担について総合的な対応を検討する。

197 収入520万円要検討。
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